
亀山市公告 第 ２ ４ 号  

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 亀 山 市 契 約 規 則 （ 平 成 １ ８

年 亀 山 市 規 則 第 ５ 号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

  令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日  

                亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

１  入 札 に 付 す る 事 項  

（ １ ） 市 有 財 産 （ 土 地 ・ 建 物 ） の 売 却  

（ ２ ） 物 件  

次 の 土 地 及 び 建 物 を 一 括 売 却 す る 。  

ア  土 地  

所 在  地 番  
亀 山 市 関 町 鷲 山 字 南 垣 内  ４ ７ ８ 番 １ ７  
亀 山 市 関 町 鷲 山 字 南 垣 内  ４ ７ ８ 番 １ ８  
亀 山 市 関 町 鷲 山 字 南 垣 内  ４ ７ ８ 番 ４ ６  

イ  建 物  

所 在  家 屋 番 号  
亀 山 市 関 町 鷲 山 字 南 垣 内 ４ ７ ８ 番

地 １ ７  
４ ７ ８ 番 １ ７  

亀 山 市 関 町 鷲 山 字 南 垣 内 ４ ７ ８ 番

地 １ ７ 、 ４ ７ ８ 番 １ ７ 地 先  
４ ７ ８ 番 １ ７ の ２  

２  契 約 の 内 容 を 説 明 す る 日 時 及 び 場 所  

（ １ ） 日 時  

令和元年７月１日 （月）から同月１ ２日（金）まで（ 日曜日

及び土曜日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分 ま

で  

（ ２ ） 場 所  

亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地  

亀 山 市 役 所 本 庁 舎 ２ 階  総 合 政 策 部 財 務 課  

３  入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

（ １ ） 入 札 の 日 時  

令 和 元 年 ７ 月 ２ ６ 日 （ 金 ）  午 前 ９ 時  

（ ２ ） 開 札 の 日 時  



令和元年７ 月 ２ ６ 日 （ 金 ）  入札後直ちに 実 施  

（ ３ ） 入 札 及 び 開 札 の 場 所  

   亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地  

亀 山 市 役 所 本 庁 舎 ３ 階  理 事 者 控 室  

４  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 に 関 す る 事 項  

（ １ ） 入 札 金 額 の １ ０ ０ 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 入 札 ま で に 納 付

す る こ と 。  

（ ２ ） 契 約 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ 以 上 の 契 約 保 証 金 を 契 約 締 結 の 際

に 納 付 す る こ と 。  

５  入 札 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  

本 案 件 の 入 札 に 参 加 で き る 者 は 、 市 内 に 住 所 を 有 す る 個 人 又

は 市 内 に 事 務 所 若 し く は 事 業 所 （ 営 業 所 を 含 む 。 ） を 有 す る 法

人 と す る 。 た だ し 、 参 加 申 込 書 を 提 出 し た 日 か ら 落 札 決 定 日 ま

で の 間 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 除 く 。  

（ １ ） 地方自治法 施行令（昭和２２ 年政令第１６号） 第１６７条の

４ の 規 定 に 該 当 す る 者  

（ ２ ） 市 税 等 に 滞 納 が あ る 者  

（ ３ ） 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に よ る 再 生 手 続 開

始 、 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に よ る 更 生 手 続

開 始 又 は 破 産 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 ７ ５ 号 ） に よ る 破 産 手 続 開 始

の 申 立 て が な さ れ て い る 者  

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年

法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 そ の 他 の 団 体 及

び そ れ ら の 構 成 員 の 活 動 等 公 序 良 俗 に 反 す る 活 動 の た め に 本 物

件 を 利 用 し 、 又 は 提 供 し よ う と す る 者  

６  入 札 の 無 効 に 関 す る 事 項  

  本 公 告 に 示 し た 参 加 資 格 の な い 者 、 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 者 の し

た 入 札 、 亀 山 市 契 約 規 則 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 規 則 第 ５ 号 ） 第 １ ３

条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 並 び に 入 札 心 得 に 示 し た 無 効 の

要 件 に 該 当 す る 入 札 を 行 っ た 者 の 入 札 は 無 効 と し 、 無 効 の 入 札 を



行った者を 落 札 者 及 び 落 札 候 補 者 とし て い た 場 合 は 、 落 札 及 び 落

札 候 補 の 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

  な お 、 参 加 資 格 を 確 認 さ れ た 者 で あ っ て も 、 参 加 資 格 確 認 申 請

書 の 提 出 日 か ら 落 札 決 定 日 ま で の 期 間 中 に 、 亀 山 市 建 設 工 事 等 に

係 る 資 格 （ 指 名 ） 停 止 措 置 要 綱 に よ る 資 格 （ 指 名 ） 停 止 を 受 け る

等 、 ５ の 入 札 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項 に 掲 げ る 条 件 を 満 た し

て い な い 者 は 、 参 加 資 格 の な い 者 に 該 当 す る 者 と す る 。  

７  予 定 価 格 （ 最 低 売 却 価 格 ）  

  １ ９ ， ５ ５ ３ ， ０ ０ ０ 円  

８  そ の 他  

詳細は、令和元年度一般競争入札による市有財産（土地・建物）

売 却 入 札 要 領 に よ る 。  


